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(57)【要約】
【課題】電極膜の損傷を低減することができる振動素子
、振動子、発振器、電子機器および移動体を提供するこ
と。
【解決手段】基部と、前記基部から延出されている振動
腕と、前記振動腕の表面に設けられている電極膜と、を
備え、前記振動腕は、前記振動腕の先端側に設けられ、
前記振動腕の基端部よりも幅の広い錘部を有し、前記錘
部は、前記錘部の側面に設けられている突起部を有し、
前記電極膜は、前記突起部の表面に設けられている部分
を有することを特徴とする振動素子。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部と、
　前記基部から延出されている振動腕と、
　前記振動腕の表面に設けられている電極膜と、を備え、
　前記振動腕は、前記振動腕が延出している方向に延びている腕部を有し、前記腕部の先
端側に設けられ前記腕部よりも幅の広い錘部を有し、
　前記錘部は、前記錘部の側面に設けられている突起部を有し、
　前記電極膜は、前記突起部の表面に設けられている部分を有することを特徴とする振動
素子。
【請求項２】
　前記振動腕に外部から印加された交番電圧によって生じる前記振動腕の振動の振幅範囲
外において、前記突起部に非接触で対向しているストッパー部を備える請求項１に記載の
振動素子。
【請求項３】
　前記突起部は、前記突起部の先端部に向かうに従い幅が狭くなっている形状である請求
項１または２に記載の振動素子。
【請求項４】
　前記電極膜のうちの前記突起部の前記表面に設けられている前記部分上に、少なくとも
一部が設けられている絶縁膜を備える請求項１ないし３のいずれか１項に記載の振動素子
。
【請求項５】
　前記突起部は、前記錘部の先端側の前記側面において、前記振動腕の前記基部から前記
先端に向かう方向に突出している請求項１ないし４のいずれか１項に記載の振動素子。
【請求項６】
　前記振動腕の延出方向に沿った前記錘部の長さをＬ１とし、前記振動腕の幅方向に沿っ
た前記錘部の長さをＷ１とし、前記突起部の突出長さをＬｂとし、前記錘部の先端に向け
て突出した前記突起部の幅をＷｂとしたとき、
　０＜Ｌｂ／Ｌ１＜０．２の関係、および、０＜Ｗｂ／Ｗ１＜１．０の関係をそれぞれ満
たす請求項５に記載の振動素子。
【請求項７】
　前記錘部の幅方向での少なくとも一方側の前記側面に設けられている前記突起部を備え
る請求項１ないし６のいずれか１項に記載の振動素子。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の振動素子と、
　前記振動素子を収納しているパッケージと、を備えることを特徴とする振動子。
【請求項９】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の振動素子と、
　前記振動素子に電気的に接続されている発振回路と、を備えることを特徴とする発振器
。
【請求項１０】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の振動素子を備えることを特徴とする電子機器
。
【請求項１１】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の振動素子を備えることを特徴とする移動体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、振動素子、振動子、発振器、電子機器および移動体に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　水晶振動子等に用いられる振動素子は、一般に、水晶等の圧電材料で構成され振動腕を
有する振動片と、振動片上に形成された電極と、を有する（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の水晶振動片は、基部と、この基部から互いに並行して延出
する一対の振動腕と、各振動腕の表面に形成されている励振電極と、を有する。また、こ
の水晶振動片は、基部から延びる一対の支持腕を有し、この支持腕の先端部には、振動腕
との間隔が狭くなるように振動腕に向かって折り曲げられて形成された受け部が設けられ
ている。この受け部は、隣接する振動腕に通常の振幅範囲を所定量越えた変位が生じた場
合にその振動腕が当接される位置に配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－０８７２７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、振動腕の先端部にも、励振電極を含む電極膜が設けられている。特許文献１に
記載の水晶振動片は、受け部と振動腕との接触面積が大きいため、受け部と振動腕との接
触により電極膜が広範囲にわたって損傷するおそれがある。
【０００６】
　本発明の目的は、電極膜の損傷を低減することができる振動素子、振動子、発振器、電
子機器および移動体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的は、下記の本発明により達成される。
　本発明の振動素子は、基部と、
　前記基部から延出されている振動腕と、
　前記振動腕の表面に設けられている電極膜と、を備え、
　前記振動腕は、前記振動腕が延出している方向に延びている腕部を有し、前記腕部の先
端側に設けられ前記腕部よりも幅の広い錘部を有し、
　前記錘部は、前記錘部の側面に設けられている突起部を有し、
　前記電極膜は、前記突起部の表面に設けられている部分を有することを特徴とする。
【０００８】
　このような振動素子によれば、振動腕の先端側に設けられている錘部に突起部を設ける
ことにより、衝撃や過励振等により振動腕が過大変位した際、振動腕の突起部以外の部分
が他の物体に衝突することを低減し、その結果、電極膜が他の物体に広範囲にわたって衝
突することを低減することができる。また、電極膜の突起部上の部分が当該他の物体に衝
突したとしても、その際の電極膜と当該他の物体との接触面積を小さくすることができる
。そのため、電極膜の損傷を低減することができる。
【０００９】
　本発明の振動素子では、前記振動腕に外部から印加された交番電圧によって生じる前記
振動腕の振動の振幅範囲外において、前記突起部に非接触で対向しているストッパー部を
備えることが好ましい。
【００１０】
　これにより、電極膜の突起部上の部分以外の部分が他の物体に衝突することを効果的に
低減することができる。また、衝撃や過励振等による振動腕の過大な変位を低減すること
ができる。
【００１１】
　本発明の振動素子では、前記突起部は、前記突起部の先端部に向かうに従い幅が狭くな
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っている形状であることが好ましい。
【００１２】
　これにより、電極膜の突起部上の部分が他の物体に衝突しても、電極膜と当該他の物体
との接触面積を効果的に小さくすることができる。
【００１３】
　本発明の振動素子では、前記電極膜のうちの前記突起部の前記表面に設けられている前
記部分上に、少なくとも一部が設けられている絶縁膜を備えることが好ましい。
【００１４】
　これにより、電極膜が他の物体に直接接触することを防止または低減することができる
。そのため、電極膜の損傷を効果的に低減することができる。また、不本意な短絡を低減
することもできる。
【００１５】
　本発明の振動素子では、前記突起部は、前記錘部の先端側の前記側面において、前記振
動腕の前記基部から前記先端に向かう方向に突出していることが好ましい。
【００１６】
　これにより、振動腕の先端が他の物体に衝突しやすい構成において、電極膜の損傷を効
果的に低減することができる。また、振動腕の振動バランスを取りやすいという利点もあ
る。
【００１７】
　本発明の振動素子では、前記振動腕の延出方向に沿った前記錘部の長さをＬ１とし、前
記振動腕の幅方向に沿った前記錘部の長さをＷ１とし、前記突起部の突出長さをＬｂとし
、前記錘部の先端に向けて突出した前記突起部の幅をＷｂとしたとき、
　０＜Ｌｂ／Ｌ１＜０．２の関係、および、０＜Ｗｂ／Ｗ１＜１．０の関係をそれぞれ満
たすことが好ましい。
【００１８】
　これにより、突起部の機械的強度を優れたものとしつつ、振動腕の振動バランスを取り
やすくすることができる。
【００１９】
　本発明の振動素子では、前記錘部の幅方向での少なくとも一方側の前記側面に設けられ
ている前記突起部を備えることが好ましい。
【００２０】
　これにより、錘部の幅方向での端が他の物体に衝突しやすい構成において、電極膜の損
傷を効果的に低減することができる。
【００２１】
　本発明の振動子は、本発明の振動素子と、
　前記振動素子を収納しているパッケージと、を備えることを特徴とする。
【００２２】
　これにより、衝撃や過励振等により振動腕が変位した際、電極膜が他の物体（例えばパ
ッケージ）に接触しても、電極膜の損傷を低減することができる。よって、優れた信頼性
を有する振動子を提供することができる。
【００２３】
　本発明の発振器は、本発明の振動素子と、
　前記振動素子に電気的に接続されている発振回路と、を備えることを特徴とする。
【００２４】
　これにより、衝撃や過励振等により振動腕が変位した際、電極膜が他の物体に接触して
も、電極膜の損傷を低減することができる。よって、優れた信頼性を有する発振器を提供
することができる。
【００２５】
　本発明の電子機器は、本発明の振動素子を備えることを特徴とする。
　これにより、衝撃や過励振等により振動腕が変位した際、電極膜が他の物体に接触して
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も、電極膜の損傷を低減することができる。よって、優れた信頼性を有する電子機器を提
供することができる。
【００２６】
　本発明の移動体は、本発明の振動素子を備えることを特徴とする。
　これにより、衝撃や過励振等により振動腕が変位した際、電極膜が他の物体に接触して
も、電極膜の損傷を低減することができる。よって、優れた信頼性を有する移動体を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１実施形態に係る振動子を模式的に示す断面図である。
【図２】図１に示す振動子が備える振動素子の平面図である。
【図３】図２に示す振動素子の錘部を説明する拡大平面図である。
【図４】図３中のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】図３中のＢ－Ｂ線断面図である。
【図６】図１に示す振動素子の錘部の第１変形例を説明する拡大平面図である。
【図７】図１に示す振動素子の錘部の第２変形例を説明する拡大平面図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【図１０】本発明の第４実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【図１１】本発明の第５実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【図１２】本発明の第６実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【図１３】本発明の第７実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【図１４】本発明の第８実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【図１５】本発明の発振器の一例を示す断面図である。
【図１６】本発明の電子機器の一例であるモバイル型（またはノート型）のパーソナルコ
ンピューターの構成を示す斜視図である。
【図１７】本発明の電子機器の一例である携帯電話機（ＰＨＳも含む）の構成を示す斜視
図である。
【図１８】本発明の電子機器の一例であるディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図で
ある。
【図１９】本発明の移動体（自動車）の一例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の振動素子、振動子、発振器、電子機器および移動体を図面に示す好適な
実施形態に基づいて詳細に説明する。
【００２９】
　１．振動子
　まず、本発明の振動子（本発明の振動素子を備える振動子）について説明する。
【００３０】
　＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る振動子を模式的に示す断面図である。図２は、図
１に示す振動子が備える振動素子の平面図である。
【００３１】
　なお、以下では、説明の便宜上、各図において、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸
を図示しており、その図示した各矢印の先端側を「＋（プラス）側」、基端側を「－（マ
イナス）側」とする。また、Ｘ軸に平行な方向を「Ｘ軸方向」、Ｙ軸に平行な方向を「Ｙ
軸方向」、Ｚ軸に平行な方向を「Ｚ軸方向」といい、また、－Ｚ軸方向側（図１中の上側
）を「上」、＋Ｚ軸方向側（図１中の下側）を「下」ともいう。また、以下の説明では、
説明の便宜上、各図に示すＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸は、それぞれ、後述する水晶基板３を構
成する水晶のＸ軸（電気軸）、Ｙ軸（機械軸）およびＺ軸（光学軸）と一致している。
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【００３２】
　図１および図２に示す振動子１は、振動素子２と、振動素子２を収納するパッケージ９
と、を有している。
【００３３】
　（パッケージ）
　図１に示すパッケージ９は、上面に開放する凹部９１１を有する箱状のベース９１と、
凹部９１１の開口を塞ぐようにベース９１に接合されている板状のリッド９２とを有して
いる。このようなパッケージ９は、凹部９１１がリッド９２にて塞がれることにより形成
された収納空間を有しており、この収納空間に振動素子２が気密的に収納されている。ま
た、凹部９１１には、段差部９１２が設けられており、振動素子２は、例えば、エポキシ
系、シリコン系、ビスマレイミド系、アクリル系の樹脂に導電性フィラーを混合した導電
性接着剤１１を介して段差部９１２に固定されている。
【００３４】
　なお、収納空間内は、減圧（好ましくは真空）状態となっていてもよいし、窒素、ヘリ
ウム、アルゴン等の不活性ガスが封入されていてもよい。これにより、振動素子２の振動
特性が向上する。
【００３５】
　ベース９１の構成材料としては、特に限定されないが、酸化アルミニウム等の各種セラ
ミックスを用いることができる。また、リッド９２の構成材料としては、特に限定されな
いが、ベース９１の構成材料と線膨張係数が近似する部材であると良い。例えば、ベース
９１の構成材料を前述のようなセラミックスとした場合には、コバール等の合金とするの
が好ましい。なお、ベース９１とリッド９２の接合は、特に限定されず、例えば、接着剤
を介して接合してもよいし、シーム溶接等により接合してもよい。
【００３６】
　また、ベース９１の段差部９１２には、接続端子９５１、９６１が形成されている。図
示しないが、振動素子２は、導電性接着剤１１を介して接続端子９５１、９６１と電気的
に接続されている。また、接続端子９５１は、ベース９１を貫通する貫通電極（図示せず
）を介してベース９１の底面に形成された外部端子（図示せず）に電気的に接続されてお
り、接続端子９６１は、ベース９１を貫通する貫通電極（図示せず）を介してベース９１
の底面に形成された外部端子（図示せず）に電気的に接続されている。
【００３７】
　接続端子９５１、９６１、貫通電極および外部端子の構成としては、それぞれ、導電性
を有していれば、特に限定されないが、例えば、Ｃｒ（クロム）、Ｗ（タングステン）な
どのメタライズ層（下地層）に、Ｎｉ（ニッケル）、Ａｕ（金）、Ａｇ（銀）、Ｃｕ（銅
）などの各被膜を積層した金属被膜で構成することができる。
【００３８】
　（振動素子）
　図２に示すように、振動素子２は、水晶基板３と、水晶基板３上に形成された電極（図
示せず）と、を有している。
【００３９】
　水晶基板３は、Ｚカット水晶板で構成されている。これにより、振動素子２は、優れた
振動特性を発揮することができる。Ｚカット水晶板とは、水晶のＺ軸（光学軸）を厚さ方
向とする水晶基板である。なお、水晶のＺ軸は、水晶基板３の厚さ方向と一致しているの
が好ましいが、厚さ方向に対して若干（１５°未満程度）傾いていてもよい。
【００４０】
　この水晶基板３は、基部４と、基部４から延出する一対の振動腕５、６と、を有してい
る。
【００４１】
　基部４は、Ｘ軸およびＹ軸に平行な平面であるＸＹ平面に広がり、Ｚ軸方向を厚さ方向
とする板状をなしている。
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【００４２】
　この基部４は、Ｚ軸方向から見た平面視（以下、単に「平面視」という）で、基部４の
Ｙ軸方向の途中の部分がくびれた形状をなしている。すなわち、基部４は、振動腕５、６
が延出している第１基部４１と、第１基部４１に対して振動腕５、６とは反対側に設けら
れた第２基部４３と、第１基部４１と第２基部４３とを連結する連結部４２と、を含んで
いる。ここで、第２基部４３は、前述した導電性接着剤１１を介してパッケージ９の接続
端子９５１、９６１に固定されている。連結部４２は、第１基部４１よりもＸ軸方向に沿
った幅が小さい。これにより、基部４のＹ軸方向に沿った長さを小さくしつつ、振動漏れ
を小さくすることができる。
【００４３】
　振動腕５、６は、Ｘ軸方向に並び、かつ、互いに平行となるように、それぞれ、基部４
から－Ｙ軸方向に延出している。これら振動腕５、６は、Ｙ軸方向に延びている腕部５０
、６０と、腕部５０、６０の先端部に設けられている錘部５９、６９と、を有する。この
錘部５９、６９は、腕部５０、６０よりもＸ軸方向に沿った幅が広い。これにより、振動
腕５、６の低周波数化を図ったり、振動腕５、６の長手方向での小型化を図ったりするこ
とができる。
【００４４】
　錘部５９は、錘部５９の幅方向での両側の側面に設けられている１対の突起部５９１、
５９２と、錘部５９の先端側の側面に設けられている突起部５９３と、を有する。同様に
、錘部６９は、錘部６９の幅方向での両側の側面に設けられている１対の突起部６９１、
６９２と、錘部６９の先端側の側面に設けられている突起部６９３と、を有する。なお、
これらの突起部５９１、５９２、５９３、６９１、６９２、６９３については、後に詳述
する。
【００４５】
　振動腕５は、ＸＹ平面で構成された一対の主面に開放してＹ軸方向に延在している１対
の有底の溝５５を有している。同様に、振動腕６は、ＸＹ平面で構成された一対の主面に
開放するＹ軸方向に延在している１対の有底の溝６５を有している。このような振動腕５
、６は、１対の溝５５、６５が形成されている部分において略Ｈ型の横断面形状をなして
いる。これにより、熱弾性損失を低減することができる。
【００４６】
　このような振動腕５には、図示しないが、１対の溝５５の内面に１対の第１駆動用電極
が形成されているとともに、振動腕５の幅方向での１対の側面に１対の第２駆動用電極が
形成されている。一方、振動腕６には、図示しないが、１対の溝６５の内面に１対の第２
駆動用電極が形成されているとともに、振動腕６の幅方向での１対の側面に１対の第１駆
動用電極が形成されている。このような第１駆動用電極と第２駆動用電極との間に交番電
圧を印加すると、振動腕５、６が互いに接近と離間を繰り返すように面内方向（ＸＹ平面
方向）に所定の周波数で振動する。
【００４７】
　第１駆動用電極および第２駆動用電極の構成材料としては、それぞれ、特に限定されな
いが、例えば、金（Ａｕ）、金合金、白金（Ｐｔ）、アルミニウム（Ａｌ）、アルミニウ
ム合金、銀（Ａｇ）、銀合金、クロム（Ｃｒ）、クロム合金、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃ
ｕ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニオブ（Ｎｂ）、タングステン（Ｗ）、鉄（Ｆｅ）、チタン
（Ｔｉ）、コバルト（Ｃｏ）、亜鉛（Ｚｎ）、ジルコニウム（Ｚｒ）等の金属材料、酸化
インジウムスズ（ＩＴＯ）等の導電材料により形成することができる。
　以上、振動子１の構成を簡単に説明した。
【００４８】
　このような振動子１は、前述したように、振動素子２と、振動素子２を収納しているパ
ッケージ９と、を備える。そして、前述したように、錘部５９、６９が突起部５９１～５
９３および６９１～６９３を有することにより、衝撃や過励振等により振動腕５、６が変
位した際、振動腕５、６の表面に設けられている電極膜（図示せず）が他の物体（例えば
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パッケージ９）に接触しても、当該電極膜の損傷を低減することができる。よって、優れ
た信頼性を有する振動子１を提供することができる。
【００４９】
　（突起部）
　以下、振動素子２の特徴的部分である突起部５９１～５９３、６９１～６９３およびこ
れに関連する事項について詳述する。なお、以下では、突起部５９１～５９３について代
表的に説明し、突起部６９１～６９３については、突起部５９１～５９３と同様であるた
め、その説明を省略する。
【００５０】
　図３は、図２に示す振動素子の錘部を説明する拡大平面図である。図４は、図３中のＡ
－Ａ線断面図である。図５は、図３中のＢ－Ｂ線断面図である。
【００５１】
　図３に示すように、錘部５９の＋Ｘ軸方向側の側面には、突起部５９１が突出して設け
られ、一方、錘部５９の－Ｘ軸方向側の側面には、突起部５９２が突出して設けられてい
る。
【００５２】
　突起部５９１、５９２は、錘部５９の基端部、すなわち、＋Ｙ軸方向側の端部に設けら
れている。突起部５９１は、例えば、振動腕５が衝撃や過励振等により＋Ｘ軸方向に通常
の振幅幅を超えて過大変位した際、他の物体である前述したパッケージ９に対して、振動
腕５の他の部分よりも優先的に接近する。突起部５９２は、例えば、振動腕５が衝撃や過
励振等により－Ｘ軸方向に通常の振幅幅を超えて過大変位した際、他の物体である振動腕
６に対して、振動腕５の他の部分よりも優先的に接近する。このとき、突起部５９２は、
振動腕６の突起部６９２に接近する。
【００５３】
　また、突起部５９１、５９２は、例えば、振動腕５が衝撃等により捩れながらＺ軸方向
に過大変位した際、他の物体であるパッケージ９に対して、振動腕５の他の部分よりも優
先的に接近する。
【００５４】
　また、錘部５９の先端側である－Ｙ軸方向側の側面には、突起部５９３が突出して設け
られている。突起部５９３は、錘部５９の幅方向（Ｘ軸方向）での中央部に設けられてい
る。これにより、例えば、振動腕５が屈曲振動した際に随伴する、微小な捩れ変形による
振動バランスの崩れが増大する可能性を低減することができる。突起部５９３は、例えば
、振動腕５が衝撃等によりＺ軸方向に過大変位した際、他の物体であるパッケージ９に対
して、振動腕５の他の部分よりも優先的に接近する。
【００５５】
　図４に示すように、突起部５９１は、振動腕５の表裏関係にある１対の主面５１、５２
間にある側面５３の＋Ｘ軸方向側の側面５３１が先端面を構成している。一方、突起部５
９２は、側面５３の－Ｘ軸方向側の側面５３２が先端面を構成している。また、図５に示
すように、突起部５９３は、側面５３の－Ｙ軸方向側の側面５３３が先端面を構成してい
る。これらの側面５３１、５３２、５３３は、それぞれ、水晶の結晶面に沿った形状とな
っている。
【００５６】
　すなわち、図４に示すように、側面５３１は、Ｘ軸およびＺ軸に平行な断面において、
主面５１から主面５２へ向けて、Ｚ軸方向に沿って延びている。側面５３２は、Ｘ軸およ
びＺ軸に平行な断面において、主面５１から主面５２に向けて、－Ｘ軸方向に傾斜しなが
らＺ軸方向に延びた後に＋Ｘ軸方向に傾斜しながらＺ軸方向に延びている。図５に示すよ
うに、側面５３３は、Ｙ軸およびＺ軸に平行な断面において、主面５１から主面５２に向
けて、＋Ｙ軸方向に傾斜しながらＺ軸方向に延びている。なお、前述した側面５３３の傾
斜は、水晶基板３のカット角によるものであり、水晶基板３のカット角によっては、側面
５３３は、Ｙ軸およびＺ軸に平行な断面において、主面５１から主面５２に向けて、Ｚ軸
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方向に沿って延びていてもよい。このような側面５３１～５３３は、水晶基板３をウエッ
トエッチングにより形成する際、そのエッチング時間を調整することで形成することがで
きる。
【００５７】
　このような側面５３１を有する突起部５９１では、主面５１と側面５３１との接続部お
よび主面５２と側面５３１との接続部がそれぞれ直角の角部を形成している。一方、側面
５３２を有する突起部５９２では、主面５１と側面５３２との接続部および主面５２と側
面５３２との接続部がそれぞれ鈍角の角部を形成している。また、側面５３３を有する突
起部５９３では、主面５２と側面５３３との接続部が鈍角の角部を形成している。このよ
うな鈍角の角部を形成することで、角部の機械的強度を高めることができる。
【００５８】
　また、側面５３２は、－Ｘ軸方向側に向けて尖った形状である。これにより、振動腕５
の－Ｘ軸方向側にある他の部材、すなわち、振動腕６に対して、側面５３２の接触面積を
低減することができる。ここで、図示しないが、振動腕６の突起部６９１は、振動腕５の
突起部５９２の側面５３２と同様の形状の側面を有する。また、振動腕６の突起部６９２
は、振動腕５の突起部５９１の側面５３１と同様の形状の側面を有する。
【００５９】
　このような突起部５９１～５９３が形成されている錘部５９の表面には、図４および図
５に示すように、電極膜８１が形成されている。この電極膜８１は、錘部５９の表面のほ
ぼ全域を覆って設けられている。また、電極膜８１は、複数の第１駆動用電極間または複
数の第２駆動用電極間を電気的に接続する配線として用いることができる。また、電極膜
８１は、第１駆動用電極および第２駆動用電極と同様の材料で構成され、第１駆動用電極
および第２駆動用電極と一括して成膜により形成される。
【００６０】
　このような電極膜８１上には、絶縁膜８２が形成されている。この絶縁膜８２は、例え
ば、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜等である。なお、絶縁膜８２の構成材料は、絶縁性
を有していればよく、シリコン酸化物、シリコン窒化物に限定されない。また、この絶縁
膜８２は、少なくとも電極膜８１の突起部５９１～５９３上の部分を覆っている。
【００６１】
　以上のような構成を有する振動素子２は、基部４と、基部４から延出されている振動腕
５、６と、振動腕５、６の表面に設けられている電極膜８１と、を備える。そして、振動
腕５、６は、振動腕５、６の先端側に設けられ、振動腕５、６の基端部よりも幅の広い錘
部５９、６９を有する。また、錘部５９、６９は、錘部５９、６９の側面から突出してい
る突起部５９１～５９３、６９１～６９３を有する。さらに、電極膜８１は、突起部５９
１～５９３、６９１～６９３の表面に設けられている部分を有する。
【００６２】
　このような振動素子２によれば、振動腕５、６の先端側に設けられている錘部５９、６
９に突起部５９１～５９３、６９１～６９３を設けることにより、衝撃や過励振等により
振動腕５、６が過大変位した際、振動腕５、６の突起部５９１～５９３、６９１～６９３
以外の部分が他の物体（例えば、パッケージ９、振動腕５に対しては振動腕６、振動腕６
に対しては振動腕５）に衝突することを低減し、その結果、電極膜８１が他の物体に広範
囲にわたって衝突することを低減することができる。また、電極膜８１の突起部５９１～
５９３、６９１～６９３上の部分が当該他の物体に衝突したとしても、その際の電極膜８
１と当該他の物体との接触面積を小さくすることができる。そのため、電極膜８１の損傷
を低減することができる。
【００６３】
　ここで、振動素子２は、錘部５９、６９の先端に向けて突出している突起部５９３、６
９３を備える。これにより、振動腕５、６の先端が他の物体に衝突しやすい構成において
、電極膜８１の損傷を効果的に低減することができる。また、振動腕５、６の振動バラン
スを取りやすいという利点もある。
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【００６４】
　また、振動腕５の延出方向（Ｙ軸方向）に沿った錘部５９の長さをＬ１とし、振動腕５
の幅方向（Ｘ軸方向）に沿った錘部５９の長さをＷ１とし、錘部５９の先端に向けて突出
した突起部５９３の突出長さをＬｂとし、錘部５９の先端に向けて突出した突起部５９３
の幅をＷｂとしたとき、０＜Ｌｂ／Ｌ１＜０．２の関係、および、０＜Ｗｂ／Ｗ１＜１．
０の関係をそれぞれ満たすことが好ましい。これにより、突起部５９３の機械的強度を優
れたものとしつつ、振動腕５の振動バランスを取りやすくすることができる。
【００６５】
　さらに、０．０１＜Ｌｂ／Ｌ１＜０．１の関係を満たすことがより好ましく、０．０１
＜Ｌｂ／Ｌ１＜０．０５の関係を満たすことがさらに好ましい。これにより、錘部５９の
設置に必要なスペースを大きくしなくても、錘部５９の質量効果を大きく損ねることを低
減することができる。
【００６６】
　また、０．３＜Ｗｂ／Ｗ１＜１．０の関係を満たすことがより好ましく、０．３＜Ｗｂ
／Ｗ１＜０．７の関係を満たすことがさらに好ましい。これにより、錘部５９の質量効果
を大きく損ねずに、突起部５９３を設けることによる振動腕５の共振周波数変動量を抑圧
することができる。
【００６７】
　さらに、突起部５９３の幅Ｗｂは、振動腕５の腕部５０の幅Ｗに対して大きくても小さ
くてもよいが、小さい場合、突起部５９３を設けることによる振動腕５の共振周波数変動
量を抑圧することができ、一方、大きい場合、錘部５９の質量効果を大きく損ねることを
低減することができる。
【００６８】
　また、振動素子２は、錘部５９、６９の幅方向での両側の側面から突出している突起部
５９１、５９２、６９１、６９２を備える。これにより、錘部５９、６９の幅方向での端
が他の物体に衝突しやすい構成において、電極膜８１の損傷を効果的に低減することがで
きる。また、本実施形態では、錘部５９の幅方向での両側の側面から突起部５９１、５９
２が突出しているため、振動腕５の振動バランスを優れたものとし、その結果、振動漏れ
を小さくすることができる。同様に、振動腕６も突起部６９１、６９２により振動バラン
スを優れたものとすることができる。なお、突起部５９１、５９２のうちの一方、または
、突起部６９１、６９２のうちの一方を省略してもよい。
【００６９】
　さらに、振動腕５の延出方向に沿った錘部５９の長さをＬ１とし、振動腕５の幅方向に
沿った錘部５９の長さをＷ１とし、錘部５９の幅方向での両側の側面から突出した突起部
５９１、５９２のそれぞれの突出長さをＬａとし、錘部５９の幅方向での両側の側面から
突出した突起部５９１、５９２のそれぞれの幅をＷａとしたとき、０＜Ｌａ／Ｗ１＜０．
２の関係、および、０＜Ｗａ／Ｌ１＜０．５の関係をそれぞれ満たすことが好ましい。こ
れにより、突起部５９１、５９２の機械的強度を優れたものとしつつ、錘部５９の質量効
果を大きく損ねることを低減することができる。
【００７０】
　また、０．０１＜Ｌａ／Ｗ１＜０．１の関係を満たすことがより好ましく、０．０１＜
Ｌａ／Ｗ１＜０．０５の関係を満たすことがさらに好ましい。これにより、錘部５９の質
量効果を大きく損ねることを低減することができる。
【００７１】
　さらに、０．０１＜Ｗａ／Ｌ１＜０．３の関係を満たすことがより好ましく、０．０５
＜Ｗａ／Ｌ１＜０．１の関係を満たすことがさらに好ましい。これにより、突起部５９１
、５９２の他の物体に衝突する面積を小さくするとともに、突起部５９１、５９２を設け
ることによる振動腕５の共振周波数変動量を抑圧することができる。
【００７２】
　なお、以上のような突起部５９１～５９３の突出量および幅の関係は、突起部６９１～
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６９３の突出量および幅の関係についても、同様である。
【００７３】
　また、振動素子２は、電極膜８１の突起部５９１～５９３、６９１～６９３の表面に設
けられている部分上に設けられている部分を有する絶縁膜８２を備える。これにより、電
極膜８１が他の物体に直接接触することを防止または低減することができる。そのため、
電極膜８１の損傷を効果的に低減することができる。また、不本意な短絡を低減すること
もできる。
【００７４】
　また、振動腕５、６のＹ軸方向に沿った全体の長さをＬとし、錘部５９、６９のＹ軸方
向に沿った長さをＬ１としたとき、Ｌ１／Ｌが１０％以上４０％以下であることが好まし
い。これにより、振動腕５、６の長さを増大させることなく、振動腕５、６の強度および
Ｑ値をより効率的に高めることができる。
【００７５】
　（変形例）
　図６は、図１に示す振動素子の錘部の第１変形例を説明する拡大平面図である。図７は
、図１に示す振動素子の錘部の第２変形例を説明する拡大平面図である。
【００７６】
　前述した実施形態では、突起部５９１～５９３、６９１～６９３は、それぞれ、Ｚ軸方
向から見たとき、幅が一定であるが、図６に示す第１変形例、または、図７に示す第２変
形例のように、幅が先端部に向かうに従い狭くなっていてもよい。
【００７７】
　図６に示す第１変形例に係る振動腕５Ａの先端部には、突起部５９１Ａ、５９２Ａ、５
９３Ａを有する錘部５９Ａが設けられている。各突起部５９１Ａ、５９２Ａ、５９３Ａは
、それぞれ、Ｚ軸方向から見たときの外周縁が曲線的になっている。
【００７８】
　図７に示す第２変形例に係る振動腕５Ｂの先端部には、突起部５９１Ｂ、５９２Ｂ、５
９３Ｂを有する錘部５９Ｂが設けられている。各突起部５９１Ｂ、５９２Ｂ、５９３Ｂは
、それぞれ、Ｚ軸方向から見たときの外周縁がＸ軸方向に対して傾斜した部分を有する。
【００７９】
　このように、突起部５９１Ａは、突起部５９１Ａの先端部に向かうに従い幅が狭くなっ
ている形状である。これにより、電極膜の突起部５９１Ａ上の部分が他の物体に衝突して
も、電極膜と当該他の物体との接触面積を効果的に小さくすることができる。突起部５９
２Ａ、５９３Ａ、５９１Ｂ、５９２Ｂ、５９３Ｂについても、それぞれ、突起部５９１Ａ
と同様に、電極膜と当該他の物体との接触面積を効果的に小さくすることができる。
【００８０】
　＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
【００８１】
　図８は、本発明の第２実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
　なお、以下の説明では、本実施形態に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説明
し、同様の事項に関してはその説明を省略する。なお、図８において、前述した実施形態
と同様の構成に関しては、同一符号を付している。
【００８２】
　図８に示す振動素子２Ｃは、前述した第１実施形態の突起部５９３、６９３を省略した
以外は同様に構成されている水晶基板３Ｃを備える。この水晶基板３Ｃは、錘部５９Ｃが
設けられている振動腕５Ｃと、錘部６９Ｃが設けられている振動腕６Ｃと、を有する。錘
部５９Ｃは、前述した第１実施形態の突起部５９３を省略した以外は、第１実施形態の錘
部５９と同様である。錘部６９Ｃは、前述した第１実施形態の突起部６９３を省略した以
外は、第１実施形態の錘部６９と同様である。
　以上説明したような第２実施形態によっても、電極膜の損傷を低減することができる。
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【００８３】
　＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
　図９は、本発明の第３実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【００８４】
　なお、以下の説明では、本実施形態に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説明
し、同様の事項に関してはその説明を省略する。なお、図９において、前述した実施形態
と同様の構成に関しては、同一符号を付している。
【００８５】
　図９に示す振動素子２Ｄは、水晶基板３Ｄを備え、この水晶基板３Ｄは、基部４Ｄと、
基部４Ｄから延出している１対の振動腕５Ｃ、６Ｃと、を有する。基部４Ｄは、振動腕５
Ｃ、６Ｃが延出している第１基部４１Ｄと、第１基部４１Ｄに対して振動腕５Ｃ、６Ｃと
は反対側に設けられた部分を有する第２基部４３Ｄと、第１基部４１Ｄと第２基部４３Ｄ
とを連結する連結部４２Ｄと、を含んでいる。
【００８６】
　第２基部４３Ｄは、連結部４２Ｄから＋Ｘ軸方向および－Ｘ軸方向に分岐して延出する
連結腕４３１と、連結腕４３１の両側の先端部から－Ｙ軸方向に延出する保持腕４３２、
４３３と、保持腕４３２、４３３の先端部に設けられているストッパー部４３４、４３５
と、を有している。
【００８７】
　保持腕４３２、４３３は、複数の導電性接着剤１１Ｄを介して、図示しないパッケージ
に固定されている。
【００８８】
　ストッパー部４３４は、突起部５９１に対向して配置されている。このストッパー部４
３４は、非駆動時に突起部５９１に対して離間しているが、衝撃や過励振等により振動腕
５Ｃが＋Ｘ軸方向に変位した際に、突起部５９１に接触する。同様に、ストッパー部４３
５は、非駆動時に離間した状態で、突起部６９１に対向して配置されている。
【００８９】
　このように、振動素子２Ｄは、外部から印加された交番電圧によって生じる振動腕５Ｃ
、６Ｃの振動の振幅範囲外において、突起部５９１、６９１に非接触で対向しているスト
ッパー部４３４、４３５を備える。これにより、電極膜の突起部５９１、６９１上の部分
以外の部分が他の物体に衝突することを効果的に低減することができる。また、衝撃や過
励振等による振動腕５Ｃ、６Ｃの過大な変位を低減することができる。
　以上説明したような第３実施形態によっても、電極膜の損傷を低減することができる。
【００９０】
　＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。
　図１０は、本発明の第４実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【００９１】
　なお、以下の説明では、本実施形態に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説明
し、同様の事項に関してはその説明を省略する。なお、図１０において、前述した実施形
態と同様の構成に関しては、同一符号を付している。
【００９２】
　図１０に示す振動素子２Ｅは、第３実施形態の突起部５９２、６９２を省略するととも
に、突起部５９１、６９１に代えて突起部５９１Ｅ、６９１Ｅを有する以外は第３実施形
態の水晶基板３Ｄと同様に構成された水晶基板３Ｅを備える。この水晶基板３Ｅは、基部
４Ｄから延出している１対の振動腕５Ｅ、６Ｅを有する。振動腕５Ｅは、ストッパー部４
３４側に突起部５９１Ｅが設けられた錘部５９Ｅを有する。同様に、振動腕６Ｅは、スト
ッパー部４３５側に突起部６９１Ｅが設けられた錘部６９Ｅを有する。
　以上説明したような第４実施形態によっても、電極膜の損傷を低減することができる。
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【００９３】
　＜第５実施形態＞
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。
　図１１は、本発明の第５実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【００９４】
　なお、以下の説明では、本実施形態に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説明
し、同様の事項に関してはその説明を省略する。なお、図１１において、前述した実施形
態と同様の構成に関しては、同一符号を付している。
【００９５】
　図１１に示す振動素子２Ｆは、第３実施形態のストッパー部４３４、４３５を省略する
とともに突起部５９１、５９２、６９１、６９２に代えて突起部５９３、６９３を設けた
以外は第３実施形態の水晶基板３Ｄと同様に構成された水晶基板３Ｆを備える。この水晶
基板３Ｆは、基部４Ｆと、基部４Ｆから延出している１対の振動腕５Ｆ、６Ｆを有する。
【００９６】
　基部４Ｆは、振動腕５Ｆ、６Ｆが延出している第１基部４１Ｄと、第１基部４１Ｄに対
して振動腕５Ｆ、６Ｆとは反対側に設けられた部分を有する第２基部４３Ｆと、第１基部
４１Ｄと第２基部４３Ｆとを連結する連結部４２Ｄと、を含んでいる。
【００９７】
　振動腕５Ｆは、前述した第１実施形態の突起部５９１、５９２を省略した以外は、第１
実施形態の錘部５９と同様の錘部５９Ｆを有する。同様に、振動腕６Ｆは、前述した第１
実施形態の突起部６９１、６９２を省略した以外は、第１実施形態の錘部６９と同様の錘
部６９Ｆを有する。
　以上説明したような第５実施形態によっても、電極膜の損傷を低減することができる。
【００９８】
　＜第６実施形態＞
　次に、本発明の第６実施形態について説明する。
　図１２は、本発明の第６実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【００９９】
　なお、以下の説明では、本実施形態に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説明
し、同様の事項に関してはその説明を省略する。なお、図１２において、前述した実施形
態と同様の構成に関しては、同一符号を付している。
【０１００】
　図１２に示す振動素子２Ｇは、水晶基板３Ｇを備え、この水晶基板３Ｇは、基部４Ｇと
、基部４Ｇから延出している１対の振動腕５Ｇ、６Ｇと、を有する。
【０１０１】
　基部４Ｇは、２つの導電性接着剤１１Ｇを介して、図示しないパッケージに固定されて
いる。また、基部４Ｇは、Ｘ軸方向に沿った幅が基部４Ｇの中央部から離れるに従って漸
減している。これにより、基部４ＧのＹ軸方向に沿った長さを短くしても、１対の振動腕
５Ｇ、６Ｇの互いに接近または離間する屈曲振動に伴う基部４Ｇの変形を抑制し、基部４
Ｇから外部への振動漏れを抑制することができる。
【０１０２】
　振動腕５Ｇ、６Ｇは、基部４Ｇから延出している腕部５０、６０と、腕部５０、６０の
先端部に設けられている錘部５９Ｇ、６９Ｇと、を有する。錘部５９ＧのＸ軸方向での長
さがＹ軸方向での長さよりも長い。同様に、錘部６９ＧのＸ軸方向での長さがＹ軸方向で
の長さよりも長い。
【０１０３】
　そして、錘部５９Ｇの錘部６９Ｇ側の側面には、突起部５９２が設けられている。一方
、錘部６９Ｇの錘部５９Ｇ側の側面には、突起部６９２が設けられている。
　以上説明したような第６実施形態によっても、電極膜の損傷を低減することができる。
【０１０４】
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　＜第７実施形態＞
　次に、本発明の第７実施形態について説明する。
　図１３は、本発明の第７実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【０１０５】
　なお、以下の説明では、本実施形態に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説明
し、同様の事項に関してはその説明を省略する。なお、図１３において、前述した実施形
態と同様の構成に関しては、同一符号を付している。
【０１０６】
　図１３に示す振動素子２Ｈは、水晶基板３Ｈを備え、この水晶基板３Ｈは、基部４Ｈと
、基部４Ｈから延出している１対の振動腕５Ｈ、６Ｈと、を有する。
【０１０７】
　基部４Ｈは、振動腕５Ｈ、６Ｈが延出している第１基部４１Ｈと、第１基部４１Ｈから
振動腕５Ｈ、６Ｈ間に延出している固定部４４と、を有する。固定部４４は、２つの導電
性接着剤１１Ｈを介して、図示しないパッケージに固定されている。
【０１０８】
　振動腕５Ｈ、６Ｈは、第１基部４１Ｈから延出している腕部５０、６０と、腕部５０、
６０の先端部に設けられている錘部５９Ｈ、６９Ｈと、を有する。錘部５９ＨのＸ軸方向
での両端の側面には、突起部５９１、５９２が設けられている。同様に、錘部６９ＨのＸ
軸方向での両端の側面には、突起部６９１、６９２が設けられている。
　以上説明したような第７実施形態によっても、電極膜の損傷を低減することができる。
【０１０９】
　＜第８実施形態＞
　次に、本発明の第８実施形態について説明する。
　図１４は、本発明の第８実施形態に係る振動素子を示す平面図である。
【０１１０】
　なお、以下の説明では、本実施形態に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説明
し、同様の事項に関してはその説明を省略する。なお、図１４において、前述した実施形
態と同様の構成に関しては、同一符号を付している。
【０１１１】
　図１４に示す振動素子２Ｉは、水晶基板３Ｉを備え、この水晶基板３Ｉは、基部４Ｉと
、基部４Ｉから延出している１対の振動腕５Ｉ、６Ｉと、を有する。
【０１１２】
　基部４Ｉは、振動腕５Ｉ、６Ｉが延出している第１基部４１Ｉと、第１基部４１Ｉから
振動腕５Ｉ、６Ｉ間に延出している固定部４４Ｉと、を有する。固定部４４Ｉは、２つの
導電性接着剤１１Ｉを介して、図示しないパッケージに固定されている。また、固定部４
４Ｉの先端部には、ストッパー部４４１が設けられている。
【０１１３】
　振動腕５Ｉ、６Ｉは、第１基部４１Ｉから延出している腕部５０、６０と、腕部５０、
６０の先端部に設けられている錘部５９Ｉ、６９Ｉと、を有する。錘部５９ＩのＸ軸方向
での両端の側面には、突起部５９１、５９２が設けられている。同様に、錘部６９ＩのＸ
軸方向での両端の側面には、突起部６９１、６９２が設けられている。
【０１１４】
　ここで、突起部５９２と突起部６９２との間に、前述したストッパー部４４１が配置さ
れている。これにより、突起部５９２と突起部６９２とが接触することなく、ストッパー
部４４１により振動腕５、６の過大な変位を低減することができる。
　以上説明したような第８実施形態によっても、電極膜の損傷を低減することができる。
【０１１５】
　２．発振器
　次いで、本発明の振動素子を用いた発振器（本発明の発振器）について説明する。
　図１５は、本発明の発振器の一例を示す断面図である。



(15) JP 2017-195572 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【０１１６】
　図１５に示す発振器１０は、振動素子２と、振動素子２を駆動するためのＩＣチップ（
チップ部品）１２とを有している。なお、振動素子２は、前述した振動素子２Ｃ～２Ｉの
いずれであってもよく、以下、振動素子２で代表する。以下、発振器１０について、前述
した振動子との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
【０１１７】
　パッケージ９は、凹部９１１を有する箱状のベース９１と、凹部９１１の開口を塞ぐ板
状のリッド９２とを有している。
　ベース９１の凹部９１１には、段差部９１２が設けられている。
【０１１８】
　段差部９１２には、接続端子（図示せず）が形成されている。また、凹部９１１の底面
（段差部９１２よりも底側の面）には、ＩＣチップ１２が配置されている。ＩＣチップ１
２は、振動素子２の駆動を制御するための駆動回路（発振回路）を有している。ＩＣチッ
プ１２によって振動素子２を駆動すると、所定の周波数の信号を取り出すことができる。
【０１１９】
　また、凹部９１１の底面には、ワイヤーを介してＩＣチップ１２と電気的に接続された
複数の内部端子（図示せず）が形成されている。これら複数の内部端子には、ベース９１
に形成された図示しないビアを介してパッケージ９の底面に形成された外部端子（図示せ
ず）に電気的に接続された端子と、図示しないビアやワイヤーを介して接続端子（図示せ
ず）に電気的に接続された端子とが含まれている。
【０１２０】
　なお、図１５の構成では、ＩＣチップ１２が収納空間内に配置されている構成について
説明したが、ＩＣチップ１２の配置は、特に限定されず、例えば、パッケージ９の外側（
ベースの底面）に配置されていてもよい。
【０１２１】
　以上のような構成の発振器１０は、振動素子２と、振動素子２に電気的に接続されてい
る発振回路と、を備える。これにより、衝撃や過励振等により振動素子２の振動腕が変位
した際、振動素子２の電極膜が他の物体に接触しても、電極膜の損傷を低減することがで
きる。よって、優れた信頼性を有する発振器１０を提供することができる。
【０１２２】
　３．電子機器
　次いで、本発明の振動素子を用いた電子機器（本発明の電子機器）について、図１６～
図１８に基づき、詳細に説明する。
【０１２３】
　図１６は、本発明の電子機器の一例であるモバイル型（またはノート型）のパーソナル
コンピューターの構成を示す斜視図である。この図において、パーソナルコンピューター
１１００は、キーボード１１０２を備えた本体部１１０４と、表示部１００を備えた表示
ユニット１１０６とにより構成され、表示ユニット１１０６は、本体部１１０４に対しヒ
ンジ構造部を介して回動可能に支持されている。このようなパーソナルコンピューター１
１００には、フィルター、共振器、基準クロック等として機能する振動子１（振動素子２
）が内蔵されている。
【０１２４】
　図１７は、本発明の電子機器の一例である携帯電話機（ＰＨＳも含む）の構成を示す斜
視図である。この図において、携帯電話機１２００は、複数の操作ボタン１２０２、受話
口１２０４および送話口１２０６を備え、操作ボタン１２０２と受話口１２０４との間に
は、表示部１００が配置されている。このような携帯電話機１２００には、フィルター、
共振器等として機能する振動子１（振動素子２）が内蔵されている。
【０１２５】
　図１８は、本発明の電子機器の一例であるディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図
である。なお、この図には、外部機器との接続についても簡易的に示されている。ここで
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、通常のカメラは、被写体の光像により銀塩写真フィルムを感光するのに対し、ディジタ
ルスチルカメラ１３００は、被写体の光像をＣＣＤ（Charge Coupled Device）などの撮
像素子により光電変換して撮像信号（画像信号）を生成する。
【０１２６】
　ディジタルスチルカメラ１３００におけるケース（ボディー）１３０２の背面には、表
示部１００が設けられ、ＣＣＤによる撮像信号に基づいて表示を行う構成になっており、
表示部１００は、被写体を電子画像として表示するファインダーとして機能する。また、
ケース１３０２の正面側（図中裏面側）には、光学レンズ（撮像光学系）やＣＣＤなどを
含む受光ユニット１３０４が設けられている。
【０１２７】
　撮影者が表示部１００に表示された被写体像を確認し、シャッターボタン１３０６を押
下すると、その時点におけるＣＣＤの撮像信号が、メモリー１３０８に転送・格納される
。また、このディジタルスチルカメラ１３００においては、ケース１３０２の側面に、ビ
デオ信号出力端子１３１２と、データ通信用の入出力端子１３１４とが設けられている。
そして、図示されるように、ビデオ信号出力端子１３１２にはテレビモニター１４３０が
、デ－タ通信用の入出力端子１３１４にはパーソナルコンピューター１４４０が、それぞ
れ必要に応じて接続される。さらに、所定の操作により、メモリー１３０８に格納された
撮像信号が、テレビモニター１４３０や、パーソナルコンピューター１４４０に出力され
る構成になっている。このようなディジタルスチルカメラ１３００には、フィルター、共
振器等として機能する振動子１（振動素子２）が内蔵されている。
【０１２８】
　以上のような電子機器は、振動素子２を備えるため、衝撃や過励振等により振動素子２
の振動腕が変位した際、振動素子２の電極膜が他の物体に接触しても、電極膜の損傷を低
減することができる。よって、優れた信頼性を有する電子機器を提供することができる。
【０１２９】
　なお、本発明の振動素子を備える電子機器は、図１６のパーソナルコンピューター（モ
バイル型パーソナルコンピューター）、図１７の携帯電話機、図１８のディジタルスチル
カメラの他にも、例えば、インクジェット式吐出装置（例えばインクジェットプリンター
）、ラップトップ型パーソナルコンピューター、テレビ、ビデオカメラ、ビデオテープレ
コーダー、カーナビゲーション装置、ページャー、電子手帳（通信機能付も含む）、電子
辞書、電卓、電子ゲーム機器、ワードプロセッサー、ワークステーション、テレビ電話、
防犯用テレビモニター、電子双眼鏡、ＰＯＳ端末、医療機器（例えば電子体温計、血圧計
、血糖計、心電図計測装置、超音波診断装置、電子内視鏡）、魚群探知機、各種測定機器
、計器類（例えば、車両、航空機、船舶の計器類）、フライトシミュレーター等に適用す
ることができる。
【０１３０】
　４．移動体
　次いで、本発明の振動素子を用いた移動体（本発明の移動体）について、図１９に基づ
き、詳細に説明する。
【０１３１】
　図１９は、本発明の移動体（自動車）の一例を示す斜視図である。この図において、移
動体１５００は、車体１５０１と、４つの車輪１５０２とを有しており、車体１５０１に
設けられた図示しない動力源（エンジン）によって車輪１５０２を回転させるように構成
されている。このような移動体１５００には、振動子１（振動素子２）が内蔵されている
。
【０１３２】
　このような移動体１５００は、振動素子２を備えるため、衝撃や過励振等により振動素
子２の振動腕が変位した際、振動素子２の電極膜が他の物体に接触しても、電極膜の損傷
を低減することができる。よって、優れた信頼性を有する移動体１５００を提供すること
ができる。
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　なお、本発明の振動素子を備える移動体は、自動車に限定されず、例えば、オートバイ
、鉄道等の他の車両、航空機、船舶、宇宙船等にも適用可能である。
【０１３４】
　以上、本発明の振動素子、振動子、発振器、電子機器および移動体について図示の実施
形態に基づいて説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、各部の構成は、
同様の機能を有する任意の構成のものに置換することができる。また、本発明に、他の任
意の構成物が付加されていてもよい。また、各実施形態を適宜組み合わせてもよい。
【０１３５】
　また、振動子としては、発振器に限定されず、例えば、ジャイロセンサーのようなセン
サーにも適用することができる。
【符号の説明】
【０１３６】
１…振動子、２…振動素子、２Ｃ…振動素子、２Ｄ…振動素子、２Ｅ…振動素子、２Ｆ…
振動素子、２Ｇ…振動素子、２Ｈ…振動素子、２Ｉ…振動素子、３…水晶基板、３Ｃ…水
晶基板、３Ｄ…水晶基板、３Ｅ…水晶基板、３Ｆ…水晶基板、３Ｇ…水晶基板、３Ｈ…水
晶基板、３Ｉ…水晶基板、４…基部、４Ｄ…基部、４Ｆ…基部、４Ｇ…基部、４Ｈ…基部
、４Ｉ…基部、５…振動腕、５Ａ…振動腕、５Ｂ…振動腕、５Ｃ…振動腕、５Ｅ…振動腕
、５Ｆ…振動腕、５Ｇ…振動腕、５Ｈ…振動腕、５Ｉ…振動腕、６…振動腕、６Ｃ…振動
腕、６Ｅ…振動腕、６Ｆ…振動腕、６Ｇ…振動腕、６Ｈ…振動腕、６Ｉ…振動腕、９…パ
ッケージ、１０…発振器、１１…導電性接着剤、１１Ｄ…導電性接着剤、１１Ｇ…導電性
接着剤、１１Ｈ…導電性接着剤、１１Ｉ…導電性接着剤、１２…ＩＣチップ、４１…第１
基部、４１Ｄ…第１基部、４１Ｈ…第１基部、４１Ｉ…第１基部、４２…連結部、４２Ｄ
…連結部、４３…第２基部、４３Ｄ…第２基部、４３Ｆ…第２基部、４４…固定部、４４
Ｉ…固定部、５０…腕部、５１…主面、５２…主面、５３…側面、５５…溝、５９…錘部
、５９Ａ…錘部、５９Ｂ…錘部、５９Ｃ…錘部、５９Ｅ…錘部、５９Ｆ…錘部、５９Ｇ…
錘部、５９Ｈ…錘部、５９Ｉ…錘部、６０…腕部、６５…溝、６９…錘部、６９Ｃ…錘部
、６９Ｅ…錘部、６９Ｆ…錘部、６９Ｇ…錘部、６９Ｈ…錘部、６９Ｉ…錘部、８１…電
極膜、８２…絶縁膜、９１…ベース、９２…リッド、１００…表示部、４３１…連結腕、
４３２…保持腕、４３３…保持腕、４３４…ストッパー部、４３５…ストッパー部、４４
１…ストッパー部、５３１…側面、５３２…側面、５３３…側面、５９１…突起部、５９
１Ａ…突起部、５９１Ｂ…突起部、５９１Ｅ…突起部、５９２…突起部、５９２Ａ…突起
部、５９２Ｂ…突起部、５９３…突起部、５９３Ａ…突起部、５９３Ｂ…突起部、６９１
…突起部、６９１Ｅ…突起部、６９２…突起部、６９３…突起部、９１１…凹部、９１２
…段差部、９５１…接続端子、９６１…接続端子、１１００…パーソナルコンピューター
、１１０２…キーボード、１１０４…本体部、１１０６…表示ユニット、１２００…携帯
電話機、１２０２…操作ボタン、１２０４…受話口、１２０６…送話口、１３００…ディ
ジタルスチルカメラ、１３０２…ケース、１３０４…受光ユニット、１３０６…シャッタ
ーボタン、１３０８…メモリー、１３１２…ビデオ信号出力端子、１３１４…入出力端子
、１４３０…テレビモニター、１４４０…パーソナルコンピューター、１５００…移動体
、１５０１…車体、１５０２…車輪
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